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意見陳述  

１．はじめに 

ただいまご紹介頂きました弁護士の塩野隆史でございます。大阪弁護

士会に所属しており、司法修習は４０期です。本日はこのような場で意

見を述べる機会を与えて頂き、感謝申し上げます。  

私は、１９９５年７月２２日に発生したとされる、いわゆる東住吉事

件について、ここにおられる青木惠子さんの弁護人を、起訴前である１

９９５年９月１４日から再審無罪にいたる２０１６年８月１０日まで２

０年以上にわたり務めてまいりました。殺人その他の罪名で無期懲役が

確定した以降は、再審請求手続、再審公判手続を担当したということに

なります。  

本日は刑事再審手続の在り方について意見を述べよ、ということです

が、時間の関係もあり、以下、科学的鑑定と費用の問題、証拠開示等証

拠の問題、検察官の不服申立ての問題、そして事件の検証などに絞って

述べたいと思います。通常審はもとより、起訴前から担当しております

ので、必要に応じて、通常審の事情についても言及することをお許し下

さい。 

２．科学的鑑定と費用の問題 

さて、東住吉事件とはどんな事件かということは概ねご理解して頂い

たとは思いますが、私の意見に関連する限度で事件を振り返ります。  

資料①をご覧ください。これは、１９９５年７月２２日に青木さんが

住んでいた自宅の土間兼ガレージで、火災が発生した空間の見取り図で

す。結果としてここに置かれた車から漏れたガソリンが、点いていたガ

スバーナーの火に引火して起きた事故だったことがわかったのですが、

それを警察は青木さんの当時の内縁の夫（以下、「Ｂさん」といいます）

が自らガソリンを数ℓまいて放火し、一緒に住んでいた青木さんの娘さん

を死亡させたと断定する訳です。そして、Ｂさんへの違法な取調べでそ

れに沿った自白をすることになります。その自白では、７ℓ程度まいたと

されました。  

資料①を再度よくご覧になって下さい。図面で見てもわかるとおり、

この土間兼ガレージは軽車両を置いたら殆ど一杯になるほど狭いので

す。そこにガソリンを数ℓも撒いてやけどを負わずに着火できない訳で

す。それどころか、着火するまでにガスバーナーの火に引火して爆発的

に燃焼する訳ですね。これらのことは、通常審から主張していたのです

が、再審請求段階で弁護士側で実際に実験を行い「着火することが不可

能であること」を明確に「証明」しました。  
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資料②をご覧下さい。これが我々のした実験のビデオの一部です。こ

れは当時の土間兼ガレージを忠実に再現し、Ｂさんの自白どおりにガソ

リンを撒いたらどうなるかという実験です。さすがに危険なので左上の

ような機械でガソリンを撒きます。上に「２１．２（Ｓ）」とあるのは、

撒きはじめて２１．２秒の瞬間なのですが、右上のカットを見てくださ

い。まだガソリンは車体の底あたりにとどまっていますね。左上のカッ

トではガソリンはまだ撒かれています。ところがそのすぐ右に黄色い炎

が見えます。すなわち、ガソリンを７ℓ撒き終わる前にガスバーナーの窯

が空気を吸って引火するのです。  

警察・検察も実験を行うことは行いました。資料③を見て下さい。こ

れは警察の行った再現実験と実際の火災現場の条件を考察したグラフで

す。現場には排水のため緩やかな勾配がついていました。勾配があるか

ないか、それが横軸です。そして、現場はコンクリートでした。資料①

には記載がありませんが、現場には資料①の左下「自転車」と記載され

たあたりにガスバーナーが設置されており、事故当時、種火が点いてい

ました。ところが警察の実験では、現場にあった勾配は再現されず、床

面はコンクリートではなく石こう、そして種火の点いたガスバーナーも

再現されませんでした。資料③でいえば、警察の再現実験は右下の「Ｈ」

なのですが、実際は左上の「Ａ」なのです。一番遠い「条件」なのです

ね。 

いつになったら再審の話になるのか、やきもきされていることと思い

ます。しかし、青木さんはこのようなずさんな再現実験で起訴され、有

罪とされてしまった。これを服役している者の立場で反証する過程が再

審請求だということをわかって頂きたいわけです。ガソリンを７ℓもまい

て火をつける、このような実験を通常審からやりたかったですが、どこ

の施設も会社も受け入れてくれません。再審請求段階でようやくあるテ

レビ局の協力で場所は見つかりました。しかし、費用が５００万円程度

かかるというので、どうしようもないので、弁護団全員が自腹で出し合

って費用をまかないました。  

長々と述べましたが、要するに再審請求者には権力はもちろん資金も

ありません。我々弁護士も手弁当です。したがって、少なくともこのよ

うな重要な再現実験については、裁判所もしくは国の負担で行うという

制度を是非とも立ち上げて下さい。そうでないと、今後もこのような科

学的鑑定の立証を要するえん罪は再審では救済されないことになりま

す。 

以上が再審手続の科学的鑑定と費用の問題です（再審請求段階でも鑑
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定の申立てが可能ですが、鑑定が正式に採用されることは稀ですし、私

的ないわゆる当事者鑑定費用について直接的には刑事費用補償の対象と

はなりません。そもそも無罪が確定してから費用が出ても無罪獲得のた

めには意味がありません）。  

３．証拠開示について  

検察が保管する証拠の開示について述べます。東住吉事件では、即時

抗告審で、いくつかの証拠が開示されました。１つが取調状況報告書で

す。これは警察の違法な取調べを証する経過が具体的に記載されており

ました。その結果、再審判決では青木さんとＢさんの自白調書の証明力

はもちろんですが、証拠能力までもが否定されました。なぜこのような

重要な証拠が早期に開示さなかったのか、残念でなりません。裁判員裁

判が導入された際に一定の証拠が開示されるべきことになりましたが、

それだけでは不充分という意見も多く、そもそも再審手続には全く適用

されていません。証拠開示に関する立法的整備は不可欠です。請求審段

階で取り調べられた証拠についても、再審公判では検察官が同意しない

と取調べができないとされています。これでは再審請求審での審理の結

果が無駄になってしまいますので、このような取扱いも改めてください。 

４．検察官不服申立てについて  

検察官の不服申立てについて述べます。本件では請求一審で開始決定

が出て、刑の執行が停止されました。ところが検察が即時抗告を行うと

ともに刑の執行停止に対する抗告を行い、刑の執行停止決定が取り消さ

れたのです。ここでは、ⓐ再審開始決定に対する検察官の不服申立て（即

時抗告）の問題と、ⓑ刑の執行停止に対する不服申立て（抗告）がある

ところ、前者ⓐについては、再審請求審が白鳥決定以降、事実上、実体

判断を行っているという関係で、再審開始決定手続と再審公判手続の双

方において検察官の不服申立てを認めるのは意味がなく、手続の長期化

にもつながるので、そこは是非、是正して欲しいと思います。具体的に

は、再審開始決定と再審公判手続の２本立てを残すのであれば、再審開

始決定に対する不服申立てを禁止すべきでしょう。  

後者ⓑ、すなわち刑の執行停止決定に対する不服の申立ての問題につ

いてです。再審請求手続きがある程度時間がかかることはやむを得ない

点があることは認めますが、裁判所が新たな証拠により合理的な疑いが

生じたとして再審を開始し、刑の執行停止を認めた以上、この判断には

原則として最終的な結論が出るまでは維持して欲しいと思います。１つ

の裁判体で再審開始決定が出た事件で最終的に無罪となった割合は極

めて高いですね。誤った判断をした可能性があると裁判所が認めたわけ
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ですから、その点について最終的な結論が出るまで刑の執行停止をする

のを原則とすべきと考えます。誤判という人権侵害に加えて、無辜であ

る可能性の高い人を拘束するという「誤判」とは別の「新たな人権侵害」

は避けるべきでしょう（そもそも、ⓑの場合に抗告を認めるべきでない

という有力な見解もありますが、最高裁がこれを認めてしまっている以

上、立法的に解決するほかありません）。  

５．事件の検証について  

東住吉事件についてはその後、国賠訴訟も提起しまして、裁判所は大

阪府警の取調べの違法性を明確に認めました。検察の捜査や起訴の違法

性は認められませんでしたが、検察の責任がないとはいえないことは当

然でしょう。 

人は間違いを冒すものです。しかし、間違いを冒したら反省し、その

原因を究明して、誤りを正していく、再発を防止する。それが健全な組

織の発想でしょう。えん罪についても検察だけに反省をして頂くことは

いささか困難かと思うので、ぜひ、法曹三者や研究者を交えて個々の原

因や再発防止について検証してもらい公表して欲しいと考えてます。こ

の際、立法でそのようなシステムを導入しませんか。 

６．相続欠格の問題  

最後に１点、これは刑事ではないのですがどうしても言う必要があり

ます。青木さんは無罪判決確定後、速やかに自動車メーカーを相手取り、

娘さんの損害を相続したとして損害賠償請求をしました。ところが、除

斥期間の経過により棄却されてしまいました。それは民法８９１条の問

題点であり刑事手続の問題点ではないと思われるかもしれませんが、再

審が不必要に長期に渡った結果、２０年の除斥期間が経過したのです。

この請求を棄却した民事裁判所の判断も誤っていると思います（民事再

審を提起係属中です）が、再審法改正の協議の中でこの問題も是非とも

改正して、解決して下さるようお願いします。  

７．おわりに 

  なお、資料④は、まだ再審請求審（即時抗告審）が係属している段階

で私が書いた報告文です。本日、言い尽くせなかった点も記載しており

ますので、後日、ご覧頂けたらと存じます。  

以上で私の意見陳述を終わります。ご清聴ありがとうございました。  

以上  

























東住吉事件の概要と再審手続に関する問題点 

事件の概要 裁判の経過 主な新証拠の内容 再審手続に関する問題点 

【罪名等】 

 罪 名：現住建造物等放火、殺人、詐欺未遂 

 宣告刑：無期懲役 

 

【事件の概要】 

1995年7月22日夕方、青木惠子さんと当時の内縁男性及び子

どもたちが生活していた大阪市東住吉区内の自宅において火

災が発生し、小学6年生の女児（青木さんの連れ子）が焼死し

た。 

警察は、青木さんと内縁男性が女児にかけていた保険金を得

る目的で放火殺人を行ったと考え、同年 9月、青木さん（当時

31 歳）と内縁男性（当時 29 歳）を任意同行した。2人は当初、

容疑を否認していたものの、苛酷な取調べに耐えられず、いっ

たんは「犯行」を自白したため、逮捕された。その後、青木さ

んは、否認に転じたものの、内縁男性は自白を維持し、同年 10

月に 2 人は起訴された。 

裁判では、2 人とも、本件火災は放火によるものではなく、

車庫内に駐車していた車両から漏れ出たガソリン蒸気が風呂

釜種火に引火するなどして発生した火災事故であると主張し

た。しかし、裁判所は、その可能性は著しく低い、一方、2 人

の自白は信用できるとして、2 人に無期懲役の有罪判決を言い

渡し、控訴、上告も棄却されて、無期懲役判決が確定した。 

その後、2 人は再審請求を行い、燃焼再現実験を実施したと

ころ、これが決め手となって、2012 年 3 月、大阪地裁は再審開

始を決定し、後日、刑の執行停止を決定した。それに対し、検

察官が即時抗告（及び刑の執行停止決定に対する抗告）を行い、

刑の執行停止決定が取り消されたため、その後も 2人の刑の執

行が継続された。しかし、2015 年 10 月、大阪高裁は、再審開

始決定に対する検察官の即時抗告を棄却するとともに、改めて

刑の執行停止を決定し、2人は釈放された。 

その後、再審公判が行われ、大阪地裁は、2016 年 8 月、青木

さん（当時 52 歳）と内縁男性（（当時 50 歳）に対し、無罪判決

を言い渡し、検察が控訴を断念したため、無罪が確定した。 

1995 年 7 月 「事件」（火災）発生 

1995 年 9 月 青木さん、内縁男性逮捕（その後、起訴） 

（以下の記載は、青木さんの手続に関するものであるが、内縁

の男性もほぼ同様の経過である。） 

1999 年 5 月 第一審判決（大阪地裁、無期懲役） 

2004 年 11 月 控訴審判決（大阪高裁、控訴棄却） 

2006 年 12 月 上告審決定（最高裁、上告棄却） 

2009 年 8 月 再審請求 

2012 年 3 月 請求審決定（大阪地裁、再審開始） 

      → 検察官、即時抗告 

       後日、刑の執行停止決定 

      → 検察官、抗告及び裁判の執行停止の申立て 

2012 年 4 月 抗告審決定（刑の執行停止決定に対する抗告） 

（大阪高裁、原決定取消） 

2012 年 9 月 特別抗告審決定（上記決定に対する特別抗告） 

（最高裁、特別抗告棄却） 

2015 年 10 月 即時抗告審決定（再審開始決定に対する即時抗 

告）（大阪高裁、検察官の即時抗告棄却・刑の執 

行停止） 

→ 検察官、刑の執行停止決定に対する異議申立 

て及び裁判の執行停止の申立て 

       異議審決定（大阪高裁、異議申立棄却） 

2016 年 5 月 第 1 回再審公判（大阪地裁） 

2016 年 8 月 再審第一審判決（大阪地裁、無罪－確定） 

１ 専門家（燃焼学）の鑑定意見書 

  車両から漏出したガソリンが風呂場の種火の近い位置で

気化した場合に引火すること 

 

２ 燃焼再現実験の報告書 

内縁男性の自白による放火方法が現実的にはあり得ない

（放火する前に引火する）こと 

 

３ 本件車両と同型の車両からガソリン漏れが生じた実例、全

国のガソリンスタンドに対するアンケート調査結果、専門家

（自動車工学）の意見書 

  ガソリンを満杯にした場合に車両からガソリンが漏出す

る可能性があること 

 

４ ガソリンスタンドの店員に対する事情聴取結果報告書（開

示証拠） 

  本件火災が発生する直前に内縁男性がガソリンスタンド

で給油した際、規定容量以上に給油した可能性が高いこと 

 

５ 捜査官作成の報告書及び取調べ日誌（開示証拠） 

青木さん及び内縁男性の自白の採取過程に問題があるこ

と 

 

 

 

 

 

５  再審無罪が確定した段階で、回復したはずの相続権が行

使できなくなったこと 

再審手続に長時間かかったため、再審無罪が確定して速や

かにガソリン漏れを起こした自動車メーカーに対して損害

賠償請求を行ったが（それまでは民法 891 条 1 号が障害とな

って請求できなかった。）、除斥期間の経過(民法 724 条後段)

により棄却されてしまった（確定）。 

１ なかなか証拠開示が行われなかったこと 

  弁護人は、当初から繰り返し証拠開示を請求していたが、

請求審段階では、弁護人が予定する燃焼再現実験の条件設定

に関連する範囲内での証拠開示が実現したにとどまり、捜査

官作成の報告書及び取調べ日誌やガソリンスタンドの店員

に対する事情聴取結果報告書は、即時抗告審でようやく開示

された。しかし、これらの開示証拠も、自白の採取過程や自

然発火の可能性に関する重要なものであり、これらがもっと

早い段階で開示されていれば、えん罪を晴らすのにこれほど

までに長い時間を要しなかった可能性がある。 

 

２ 新証拠の準備に莫大な費用を要したこと 

  本件では、燃焼再現実験が再審開始、再審無罪の決め手に

なっているが、その実施のために数百万円もの費用を要して

おり、それは再審請求人側で工面する必要があった。しかし、

えん罪を晴らすのに莫大な費用を要するということでは、再

審制度が設けられていても、利用できる者は限られてしま

う。検察官が同様の実験を実施したときは、国費で行われて

いるのであるから、再審請求人側にも何らかの費用的な手当

をすべきである。 

 

３ 再審請求人が再審請求の審理に立会できなかったこと 

  青木さんは、再審請求の審理に立会することができなかっ

たことから、自らの思いを裁判所に伝えるために、上申書を

作成して裁判所に提出していた。再審請求人を手続の主体と

して扱うのであれば、再審請求の審理への出席や意見陳述の

権利を保障すべきである。 

 

４ 再審開始決定に対する検察官の不服申立てによって手続

が長期化したこと 

  本件では、再審開始決定及び刑の執行停止決定に対して検

察官が不服申立てを行ったため、青木さんは釈放目前で刑の

執行停止決定が取り消され、さらに３年余りもの服役を余儀

なくされたのであって、その弊害は顕著である。 

 


